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（２面に続く）

奨 学 制 度 一 覧 表（ 抜 粋 ）

日本学生支援機構

名　　称 資　　格 学種・貸与額 募集時期・貸与期間 取扱窓口

申込みの問い合わせは、
在学する学校へ

わからないこと、知りたいことは
ホームページ
https://www.jasso.go.jp/

貸与奨学金
○申込資格
・第一種奨学金（無利子）
特に優れた学生、生徒で、経済的理由により
著しく修学困難な者
（※学力・所得等の基準有り）

・第二種奨学金（有利子）
優れた学生、生徒で、経済的理由により修学
困難な者
（※学力・所得等の基準有り）

○募集期間
・大学等在学採用
４月より募集
大学・短大・専修（専門）に在学し
ている学生

・大学等予約採用
春頃に募集（予定）
大学・短大・専修（専門）に進学を
希望している生徒

・海外留学予約採用（第二種奨学金）
年間数回の募集（進学前）
海外の大学に進学を希望している
生徒

・海外留学在学採用（第二種奨学金）
年間数回の募集（進学後）
海外の大学に在学している学生

○貸与期間
・在学する学校の標準修業年限の
終期まで。

○募集期間
貸与奨学金に同じ

○給付奨学金
・在学する学校の標準修業年限の
終期まで。
※毎年支給額の見直しあり

○緊急時の申込
大学等に在学中、生計維持者の失職、病気
等により家計が急変し、奨学金を必要とす
る場合は随時申込が可能。（在学校へ申
出）

○大学等予約の対象者
高校３年生、高校卒業後2年以内
高等学校卒業程度認定試験合格（見込）
者

○海外留学予約の対象者
高校３年生、高校卒業後３年以内
高等学校卒業程度認定試験合格者
（科目合格者、受験手続済みの人含む）

＊海外留学の奨学金は緊急時の申込の制度
なし

※詳細についてはそれぞれの在学している学
校でご確認ください。

○緊急時の申込
大学等に在学中、生計維持者の失職、病気
等により家計が急変し、奨学金を必要とす
る場合は随時申込が可能（在学校へ申出）

○大学等予約の対象者
高校３年生、高校卒業後2年以内
高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者

在学（予定）する学校

高等学校卒業程度
認定試験合格者は
日本学生支援機構

・第一種（無利子） (自宅通学：月額)　※自宅外月額あり
大　学

短大・専修
（専門）

※第一種奨学金の「最高月額」は併用貸与の家計基準を満たしてい
る場合に選択可。
※給付奨学金と併せて利用する場合は、第一種奨学金の貸与される
月額が制限されます。

・第二種(有利子)　大学・短大・専修(専門)
　2万円～12万円（1万円単位）から選択　年0.905％ 2023.3現在（利
率固定方式）
・入学時特別増額貸与奨学金（有利子）
　一時金として10・20・30・40・50万円を貸与 年1.105％ 2023.3現在
（利率固定方式）
※利率の算定方法には、利率固定方式の他に利率見直し方式があります。
・海外留学の奨学金（第二種奨学金と同じ）

大阪府育英会
都島区網島町6-20
大阪私学会館2階
℡(06)6357-6272
https://www.fu-ikuei.or.jp

■貸付対象
保護者（父母等）が大阪府民であって、下記所得
基準（保護者所得合算）を満たし、高校等に進学
を希望、又は在籍する生徒の方
■所得基準
以下の【算式】により算出された額が次のとおり
であること。
【算式】　市町村民税の課税標準額×６％
　　　　　　 　－市町村民税の調整控除の額
(政令指定都市に市民税を納税している場合は、

                 「調整控除の額」に3/4を乗じた額）

○奨学資金
1 国公立・私立とも　251,100円未満

(年収めやす(※1)800万円未満)
2 私立のみ　251,100円以上347,100円未満
　(年収めやす(※1)800万円以上1,000万円未満)
(※1)年収めやすは、保護者のうちどちらか一方
が働き、子ども2人（16歳以上19歳未満1人、16歳
未満1人）がいる４人世帯の場合のものです。実際
は、上記の算式により算出された額（保護者合
算）により判定します。

○入学時増額奨学資金
　国公立・私立とも　上記の算式により算出した
金額が
  154,500円未満(同590万円未満)

■募集期間
○予約募集
（奨学資金・入学時増額奨学資金）
中学校3年生時の
９月上旬～１０月上旬頃で
各学校が定める期間

○在学募集（奨学資金のみ）（※３）
高校等進学（進級）後の
４月中旬～５月上旬頃で
各学校が定める期間

（※３）入学時増額奨学資金は進学
後に申込みできません。

■貸付期間
奨学生採用年の４月から、在学する学
校の最短修業年限の終期まで

■貸付期間
高校等入学前　※進学後の貸付はで
きません。

■予約採用後の手続き
高校等への進学後、各学校が定める期間内
に、所定の手続きを行うことで正式に奨学生と
なります。（手続きをしなかった場合は辞退し
たものとみなされます。）

■緊急時の申込
生徒が、保護者（父母等）の失業や病気等によ
り家計が急変し、修学が困難となった場合、随
時奨学金貸付の申込ができます。

■貸付対象校
・高等学校（中等教育学校の後期課程を含む
（※4））
・特別支援学校高等部
・高等専門学校
・専修学校高等課程（修業年限1年以上）
(※4)中等教育学校の後期課程は、入学時増
額奨学資金の対象外です。

■返還
返還された奨学金は、後輩たちの奨学金の資
金になります。約束どおりの返還が困難な場
合は、速やかに大阪府育英会にご連絡くださ
い。

在学する学校、又は
大阪府育英会採用
貸付課

貸与奨学金に同じ

■貸付限度額【年額】
※貸付額は下記貸付限度額の範囲内で希望する額
　[１万円単位]　(無利子)

1 国公立・私立とも
　授業料実質負担額(※2)＋その他教育費10万円
（授業料実質負担が無償となる場合、10万円）

2 私立のみ
　24万円
（授業料実質負担額(※2)が24万円を下回る場合は、その額が上限。
府内の私立高校生を含む2人以上の子どもを扶養する年収800万円以
上の世帯が大阪府授業料支援補助金の給付を受ける場合は、貸付限
度額が異なる、もしくは貸付対象外となる場合があります。）

(※2)各校の授業料年額から、国の就学支援金や大阪府の授業料支
援補助金、学校独自の減免等を差し引いた、実質的な授業料負担額
をいいます。

・国公立　…　5万円以内（通信制課程も同額）
・私　立　…　25万円以内（通信制課程は15万円以内）

国公立　最高月額45,000円
　　　　最高月額以外20,000円、30,000円
私　立　最高月額54,000円
　　　　最高月額以外20,000円、30,000円、40,000円
国公立　最高月額45,000円
　　　　最高月額以外20,000円、30,000円
私　立　最高月額53,000円
　　　　最高月額以外20,000円、30,000円、40,000円

・給付奨学金
○申込資格
学ぶ意欲のある学生、生徒で経済的理由により
修学困難な者（※学力・所得等の基準有り）

※制度の詳細や最新の情報については文部科
学省ホームページ「高等教育段階の教育費負
担軽減」をご覧ください。
https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm

（注１）自宅通学とは、学生が生計維持者（父母等）と同居している（ま
たはこれに準ずる）状態をいう。

（注２）生活保護を受けている生計維持者と同居している人及び社会
的養護を必要とする人で、児童養護施設等（※）から通学する
人は、上表のカッコ内の金額を適用する。

　　　※「児童養護施設等」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、
児童心理治療施設（情緒障害児短期治療施設から改称）、児童
自立生活援助事業（自立援助ホーム）を行う者、小規模住居型
児童養育事業（ファミリーホーム）を行う者、里親をさします。

（注３）通信教育課程は、授業形態（印刷教材、放送、スクーリング、メ
ディア）、国公立・私立、自宅通学・自宅外通学の別に関らず、
（第Ⅰ区分）51,000円、（第Ⅱ区分）34,000円、（第Ⅲ区分）17,000
円が年１回支給される。

■記載内容は、令和5年度入学

生を対象とした貸付内容等です。

今後変更となる場合があります。

高等学校等修学支援金（年収 910 万円未満世帯）が平成 26 年より年額 118,800 円の修学支援金が支給されており、令和 2 年 4 月には、
私立高校も（年収 590万円未満）には、年額 396,000 円の支給となり、実質無償化となります。生活保護世帯（年収 270万円未満、住民
税所得割非課税）には、高校生奨学給付金の支援もあります。
　学びをあきらめることなく、未来に向かってスキルアップして夢をかなえて欲しい。

奨学金制度を活用して自己実現と未来のために奨学金制度を活用して自己実現と未来のために奨学金制度を活用して自己実現と未来のために

■ 介護福祉士・社会福祉士修学資金 （貸付金額、所得基準、申込期間等）

大阪府公立高等学校
定時制課程及び通信制
課程修学奨励費

府教育庁教育振興室
高等学校課
大阪市中央区大手前3丁目2-12
℡(06)６９４１-０３５１代表
　内線３４３３

１　大阪府の区域内にある公立高等学校の定時制課程又は通信制

課程に在学している35歳未満の者であること。

２　経済的理由により著しく修学が困難な者であって、生徒本人及び

保護者（親権者等）それぞれの道府県民税・市町村民税所得割額の

合計額が85,500円未満の者であること。

　また、令和５年４月１日時点で生徒に保護者がいない場合は、当該

生徒本人の道府県民税・市町村民税所得割額の合計額が85,500円未

満の者であること。

３　経常的収入を得る職業に就いている者であり、原則として年間

120日以上勤務していること。

４　大阪府育英会の奨学金の貸与を受けていない者であること。

５　原則として四年間で修了し卒業までに至る学習計画を有すると

認められる者であること。（教科・科目の履修状況、修得単位等が一

定以上であること。）

◎申請時期
10月上旬～10月下旬（予定）

◎貸与決定時期
12月中旬（予定）

※申請時期及び貸与決定時期について
は、変更になる場合があります。

◎返還免除
１　高等学校の定時制課程若しくは通信制課程を

卒業した場合、又はその他これに準ずると認
められる場合

２　転勤その他やむを得ない理由により退学した
場合

３　死亡、疾病、災害その他やむを得ない理由に
より修学奨励費を返還することが困難である
と認められる場合

在籍する学校

◎貸与額
　月額９，０００円に申請年度の在学月数を乗じた額

※奨学のための給付金を給付される場合は、上記の貸与額から奨学のため
の給付金の給付決定額を減じた額が貸与額となります。

　また、教科用図書購入代金相当分の額を、上記の貸与額に加算する場合
があります。

（支給月額）

（無利子）

自宅通学 自宅外通学 自宅通学 自宅外通学

29,200円 38,300円
(33,300円) (42,500円)
19,500円 25,600円
(22,200円) (28,400円)

9,800円 12,800円
(11,100円) (14,200円)

大学
短期大学
専修学校
(専門課程)

高等専門学校
(4～5年生)

区分

第Ⅱ区分 44,500円 50,600円

第Ⅲ区分 22,300円 25,300円

国公立 私立

第Ⅰ区分 66,700円 75,800円

17,500円 26,700円
(25,800円) (35,000円)

第Ⅰ区分 34,200円 43,300円

11,700円 17,800円
(17,200円) (23,400円)

第Ⅱ区分 22,800円 28,900円

5,900円 8,900円
(8,600円) (11,700円)

第Ⅲ区分 11,400円 14,500円

〇 本資金は、一般募集と入学前募集（生活保護受給世帯向け）があります。
〇 一般募集の申請は在学中の養成施設へ申請、入学前募集は実施主体の大阪府社会福祉協議会へお問い合わせください。

■ 保育士をめざす方のための貸付事業 （返還免除要件あり）
〈保育士修学資金貸付事業〉
　この制度は、保育士を目指す方を対象に保育士養成施設での修学のために必要な費用を貸付け、卒業後に保育士として
大阪府内の保育所等の施設で5年間引き続き従事された場合、全額返還免除となる貸付制度です。
　養成施設に入学後、養成施設を通じて申請できます。（低所得世帯に属する高校3年生を対象とした事前申請制度もあり
ます。詳細はお問い合わせください。）

養成課程 貸付金額（月額） 所得基準 返還期間 返還免除（全額） 申請時期 取扱窓口

介護福祉士
社会福祉士

50,000円以内
※所得によっては
生活費加算有

※一般募集の場合

な　し 貸付年数以内 4月～5月 在学している
養成施設

介護福祉士または社会福祉士とし
て大阪府内の社会福祉施設等で介
護または相談援助の業務を引き続
き5年間従事したとき

貸　付 対象者 用　途 貸付限度額 貸付限度
期間

全額返還免除の
主な要件

保育士修学資金
貸付

保育士養成施設で
学ばれる方

学費、入学準備金、
就職準備金など 2年間 卒業後5年間

保育所等に従事

1人あたり
学費月額
入学準備金
就職準備金

5万円（月　額）
20万円（入学時）
20万円（卒業時）
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市 町 村 奨 学 制 度 一 覧 表

名　　称 資　　格 学種・貸与額 募集時期・貸与期間 取扱窓口

生活福祉資金貸付制度
教育支援資金
（教育支援費・就学支度費）
（社福）大阪府社会福祉協議会
中央区谷町7-4-15　℡(06)6762-9474
http://www.osakafusyakyo.or.jp

大阪府内に居住していること

他からの融資を受けることが困難な低所得世帯

○随時申込
（事前相談必要）

○入学年度の４月末までに申し込むこと

○高校には、専修学校の高等課程を含みます。
○短大には、専修学校の専門課程を含みます。

（大学院・外国留学は対象外）

市区町村の
社会福祉協議会

・教育支援費（月額）（無利子）
高校 … 35,000円以内
高専 … 60,000円以内
短大 … 60,000円以内
大学 … 65,000円以内

・就学支度費（無利子）
　500,000円以内

母子・父子・寡婦福祉資金
貸付制度
（修学資金・就学支度資金）
子を扶養する親が居住する市区町福
祉事務所（福祉事務所の設置されて
いない町村にお住まいの方は府子ど
も家庭センター）

http://www.pref.osaka.lg.jp/kateish

ien/boshikatei/kashitsuke.html

20歳未満の子を扶養している母子家庭の母、父子家庭
の父、寡婦（配偶者の無い女性で、かつて母子家庭の
母だった方）等が扶養する子、もしくは父母のない20歳
未満の児童。

※返済能力を有する母又は父が借主、子が連帯借主とし
て申請。

※返済能力のある母や父、第三者を連帯保証人に設け
ることで、子自身が借主として貸付申請が可能。

※未成年の子が申請する場合は、法定代理人の同意が
必要。

○申込期間
・修学資金／入学決定後随時
・就学支度資金／入学決定から入学金等

納入後1か月を経過するまで
※要件により貸付できない場合があります。
※貸付金の交付までに時間を要しますの

で、お早めにご相談ください。

○修学資金の貸与期間
申請月から在学する学校の最短修学年
限の終期まで

・日本学生支援機構・大阪府育英会等との併用につ
いては、貸付額に制限があります。

・高校授業料実質無償化分は貸付対象外。
・高等教育の修学支援新制度による支援が決定した
方は、貸付限度額から減免額及び給付型奨学金受
給額を控除した範囲内で貸付可能。

・返済開始：卒業後6か月間の据置期間経過後
・滞納した場合には、違約金（延滞金）がかかりま
す。

子を扶養する親が居
住する市区町福祉事
務所（福祉事務所が
設置されていない町
村にお住まいの場合
は府子ども家庭セン
ター）

・修学資金（月額）※国公立・自宅通学の場合
　高校・高専（高等）…27,000円以内　短大・専修（専門）…67,500円以内

大学…71,000円以内　大学院（修士） 132,000円以内

・就学支度資金（入学時のみ）※国公立・自宅通学の場合
高校・高専（高等）…150,000円以内
大学・短大・専修（専門）…410,000円以内
大学院 380,000円以内
※必要かつ返済可能な範囲での貸付額となります。
※貸付限度額は、自宅通学・自宅外通学、国公立・私立等の区分により異なります。

介護福祉士修学資金
社会福祉士修学資金

（社福）大阪府社会福祉協議会

大阪福祉人材支援センター
中央区中寺1-1-54
℡(06)6776-2943
(修学資金直通)

http://www.osakafusyakyo.or.jp/
fcenter/Cms/Public/topic/16

介護福祉士もしくは社会福祉士養成施設に在学する
方で、卒業後、大阪府内の社会福祉施設等で介護福
祉士又は社会福祉士として就労することを希望する
方。

※社会福祉士養成施設に福祉系大学は含まれません。

○一般募集
・申請期間
　４月初旬～５月下旬
・貸付期間　在学期間

○入学前募集

・申請期間
養成施設入学前に生活保護受給世帯
の者であって入学後に生活保護が廃止
される見込みの方を対象。申請は養成
施設合格後から3月末まで。

・貸付期間　在学期間

返還の免除
　介護福祉士もしくは社会福祉士養成施設を卒業後、
介護福祉士又は社会福祉士として大阪府内の社会福
祉施設等で介護又は相談援助の業務に引き続き５年
間従事したとき。

　返還免除要件を満たさない場合や養成施設を退学
した場合は、貸付期間と同等の期間で一括もしくは分
割のいずれかの方法によりで返還していただきます。

在学している
養成施設

(社福）大阪府社会福
祉協議会に直接申し
込み

・貸付金（無利子）
介護福祉士・社会福祉士　月額 50,000円以内

※１　貸付けの初回に入学準備金として200,000円以内、最終回に就職準備金として
200,000円以内をそれぞれ加算することができます。ただし、貸付対象者が夜間部、社会福
祉士短期養成施設または通信課程に在学する場合は就職準備金の貸付けはできません。
※２　介護福祉士国家試験を受験する意思のある方については、国家試験受験
対策費用として、一年度当たり40,000円を加算することができます。
※３　養成施設入学前に生活保護受給世帯の方であって入学後に生活保護が廃
止された方（以下「生活保護受給世帯であった方」という。）又はこれに準ずる経
済状況にある方（以下「準ずる経済状況の方」という。）については、生活費の一
部に充当できる費用（以下「生活費加算」という。）を加算することができます。た
だし、生活保護費との併給は認められません。
＜生活費加算の額＞
●生活保護受給世帯であった方…貸付申請時の居住地の生活扶助基準の居宅
（第１類）に掲げる額のうち、貸付対象者の年齢に対応する年齢区分に相当する
額以内。注）貸付決定後に転居・加齢等を理由とする額の変更は行いません。　
ひと月あたり36,010円から43,910円までの範囲内で加算できます。
注）貸付申請時の居住地及び年齢によって加算限度額が異なります。）
●準じる経済状況の方…ひと月あたり25,000円以内で加算できます。

保育士修学資金貸付

問合せ先
（社福）大阪府社会福祉協議会
大阪福祉人材支援センター
中央区中寺1-1-54
℡(06)6776-2943

http://www.osakafusyakyo.or.jp/fcenter/

１.優秀な学生であって、かつ家庭の経済状況等から
真に修学資金の貸付が必要な方
２.大阪府内に在住している又は大阪府内の指定保育
士養成施設（通信制を除く）に在学しており、卒業後大
阪府内の保育所等で就労することを希望する方
３.指定保育士養成施設で学ばれる方

○申請期間
・通常申請
入学後各養成施設の提出期限までに養成施
設を通じて申請
・事前申請
入学前、12月1日～2月28日
ただし低所得世帯に属する高校3年生対象
（事前申請は、令和４年度受付実績）

○貸付期間
在学期間

○返還の免除
卒業後５年間府内の保育所等に従事した場合　

○通常申請
在学する養成施設

○事前申請
大阪府社会福祉協議
会
大阪福祉人材支援セ
ンター

・保育士修学資金（無利子）

学費月額　　　５万円以内（月額）

入学準備金　２０万円以内（入学時）

就職準備金　２０万円以内（卒業時）

※低所得世帯のみ生活費加算あり


